
富岡市教育委員会

～ 地域とともに富岡の未来を切り拓く特色ある教育をめざして ～



コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことです。

社会の急速な発展により、子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑

化・多様化しており、教育改革、地方創生の観点からも学校と地域の連携・協働の重

要性が指摘されています。「コミュニティ・スクール」は、子どもたちや学校の抱える課

題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長のために、社会総掛かりで子どもたち

を育む「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは

学校運営協議会の役割

コミュニティ・スクールの仕組み

○ 校長が作成する学校運営の基本方針について共通理解を図る。

○ 学校運営について、地域の実情を踏まえ協議する。

○ 学校の特色ある教育をすすめるために、教職員の任用について協議する。

コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、

地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。

《学校運営協議会の役割》

教育委員会が、学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置

○校長が作成する学校運営の基本方針について共通理解を図る

○学校運営について、地域の実情を踏まえ協議する

○学校の特色ある教育をすすめるために、教職員の任用について協議する

保護者・地域住民

保護者代表・地域住民 など



コミュニティ・スクール導入により期待される効果

① 組織的・継続的な体制の構築 ＝ 持続可能性

校長や教職員の異動があっても、学校運営協議会によって地域との組織的な連携・協

働体制がそのまま継続できる「持続可能な仕組み」です。

② 当事者意識・役割分担 ＝ 社会総掛かり

校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や地域、子どもたちが

抱える課題に対して関係者がみな当事者意識を持ち、「役割分担を持って連携・協働に

よる取組」ができます。

③ 目標・ビジョンの共有 ＝ 「協働」活動

学校運営協議会を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域でど

のような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという「目標・ビジョンを共有」で

きます。

コミュニティ・スクールは、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民の皆さんが参画

できる仕組みです。当事者として、子どもの教育に対する課題や目標を共有することで、学校を支援す

る取組が充実するとともに、関わる全ての人に様々な魅力が広がっていきます。

子どもに
とっての魅力

・子どもたちの学びや体験活動が充実します。

・自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。

・地域の担い手としての自覚が高まります。

・防犯・防災等の対策によって安心・安全な生活ができます。

教職員に
とっての魅力

・地域の人々の理解と協力を得た学校運営や「社会に開かれた教育課程」の

実現が可能となります。

・地域人材を活用した教育活動が充実します。

・地域の協力により子どもと向き合う時間が確保できます。

保護者に
とっての魅力

・学校や地域に対する理解が深まり家庭教育との相乗効果が生まれます。

・地域の中で子どもたちが育てられているという安心感があります。

・保護者同士や地域の人々との人間関係が構築できます。

地域の人々に
とっての魅力

・ 経験を生かすことで生きがいや自己有用感につながります。

・ 学校を核とした地域ネットワークが形成され、地域の課題解決に

つながります。

・ 地域の防犯・防災体制等の構築ができます。



郷土学習、自然体験活動、職場

体験活動等、地域人材を積極的に

活用した教育実践

「開かれた学校」から「地域ととも

にある学校」へ

富岡市教育委員会学校教育課

〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1
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学校運営協議会を設置したコミュニティ・スクールにより

「開かれた学校」から『地域とともにある学校』へ

学校運営協議会の仕組みを生かして、学校と地域の効果的な連携・協働を推進して

いくためには、幅広い分野の中からより多くの地域住民や団体が参画し、地域活性化の

ために活動を行っている地域の団体とも緩やかなネットワークを形成していくことが重要

です。これにより、学校と地域が目標やビジョンをしっかり共有することができ、これまで

地域のために活動してきた組織と学校を支援してきた組織同士がつながり、「協働」しな

がら学校と地域が「一体的」に取り組む推進体制を構築することができます。

自分たちの地域をよりよいもの

にしていくための協議、活動

「地域づくり・人づくり」

○ 青少年健全育成事業

・ 児童読み聞かせ活動

○ 住民の安心安全事業

・ 児童の下校時見守り

・ 防犯パトロール事業

・ カーブミラー清掃

○ 地域の環境美化事業

・ 花いっぱい運動

・ 通学路の美化

○ 地域ふれあい事業

○ 社会奉仕体験活動

○ 職場体験活動 など

学校 地域

これまで学校を支援してきた組織

同士もつながり「協働」します。

（メンバー）

・児童生徒の保護者 ・地域住民

・学識経験者 など地域の代表者

学校の特色ある教育を進めるために、

学校運営の共通理解を図り、必要な

支援に関する協議を行う。


